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20２１年２月６日 13時００分から、中央本部会議室において第３３回定期

中央委員会を書面審議により開催しました。今回の定期中央委員会は①新型コロ

ナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が発令されていること。②出席する全参

加者の感染防止を最優先することなどを考慮した結果、書面審議での開催を判断

しました。 

あらかじめ各中央委員には書面審議による開催の賛否を問い、全中央委員の賛

成により承認を頂きました。承認後、速やかに各議案書を送付し、２月６日まで

に全中央委員から承認事項についての賛否を返送いただきました。定期中央委員

会にて圧倒的多数の賛成により全ての議案及び特別決議（案）、委員会宣言（案）

が承認され、無事に定期中央委員会の終了を確認しました。 

また、今定期中央委員会は書面審議のため委員の意見も文書により集約するこ

ととし、多くの中央委員から意見が提出されました。集約した意見に対する中央

本部の答弁は、後日各地本及び各中央委員に文書にまとめ送付します。 


